
令和 6 年度 奈良県訪問看護師養成講習会 開催要項 
 

 

 

１.目     的：社会のニーズに応じて、在宅での療養生活を可能にするために、基本的知識・技術・ 

態度を修得し、より質の高い看護サービスを提供できる訪問看護師を育成する。 
 

２.実施方法 ：「訪問看護 eラーニング」による自己学習と集合研修や実習の組み合わせにより実施 
 

３.開催場所 ：1）訪問看護ｅラーニング：自宅等での学習 

2) 集合研修：奈良県看護研修センター（橿原市四条町 288-8） 

3) 実習：訪問看護ステーション（当協会が指定する事業所） 
 

４.開催期間 ：「訪問看護 eラーニング～訪問看護の基礎講座～」7月 1日～12月 31日 注意※ 

「集合研修・実習※」令和 6年 8月 1日（木）～令和 7年 1月 22日 (水) 

※注意 1）訪問看護 eラーニング未修了の場合、別途費用を徴収する 

    2）期日(10/31)までに訪問看護 eラーニング未修了の場合、実習参加不可 
 

５.募集定員 ：30名 
 

６.内容・スケジュール 
開催日 時間 講義名 講師名 

6 月 14 日
(参加自由) 

13：30～15：30 講習会ガイダンス 
(e ラーニングの受講方法、質疑応答) 

研修担当者 ZOOM 配信の予定 

7 月 1 日 ～6 ヶ月間 
訪問看護 e ラーニング 

～訪問看護の基礎講座～ 
日本訪問看護財団から訪問看護 e ラーニング 

～訪問看護の基礎知識～」の修了証書発行 

8 月 1 日 

（木） 

10：30～12：30 訪問看護の仕組み・役割 
医療法人社団ハートランド 事業部 

統括長/訪問看護認定看護師 浅野 千春 

13：30～16：00 在宅での緩和ケアの実際 
訪問看護ステーションなでしこ 

がん性疼痛看護認定看護師 松原 操 

9 月 7 日

（土） 

10：00～12：30 
在宅での褥瘡ケア、 

排泄ケアの実際の実際 

橿原訪問看護ステーション 

主任/特定行為研修修了 吉川 由紀 

13：30～16：00 
在宅における呼吸管理、ケア

の実際 

阪奈中央訪問看護ステーション 

所長/訪問看護認定看護師 髙山 雅子 

9 月 26 日

（木） 

10：00～12：30 在宅での精神・認知症看護 
株式会社光陽 代表取締役 森脇 崇 

（こころの訪問看護ステーションひなた） 

13：30～16：00 
疾患や障がいのある 

小児の在宅看護の実際 

訪問看護ステーションなでしこ 

所長/訪問看護認定看護師 志茂 友紀子 

11･12 月 

（3 日） 
9：30～16：30 

11/1～12/20 のうち 3 日間 訪問看護ステーションで同行訪問の実習 

（10/31 までに e ラーニング未修了の場合、実習参加不可） 

1 月 22 日 

（水） 

10：00～12：30 
地域包括ケアシステム構築

に向けた取組 
奈良県福祉医療部 担当調整 

13：30～16：00 実習報告会・閉講式 実習施設の管理者等 

 

７.「訪問看護人材養成基礎カリキュラム修了証書」発行要件 

  日本訪問看護財団「訪問看護 eラーニング～訪問看護の基礎講座～」の修了者に対し、 

下記の要件をすべて満たした者に、公益社団法人奈良県看護協会 会長名で発行する。 

1）「訪問看護 eラーニング修了証書」を提出すること 

  2）訪問看護ステーション実習（３日間・レポート提出）を修了すること 

3）カリキュラムの修了規定時間以上（集合研修：講義・演習）を修了すること 
 

８.応募期間 ：5月 24日～6月 14日 23：59（払込〆切 6/17 23：59、キャンセル〆切 6/19 23：59） 



 

訪問看護師養成講習会 実習実施要項 
 
１ 目  的 

医療機関や施設から在宅への移行がすすめられる中で、継続して在宅の療養生活を可能にし、 
質の高い看護サービスが提供できるよう「集合研修」（及び「訪問看護 e ラーニング」）で 
学んだ知識・技術をさらに実習で深め、修得する。 

 

２ 参加資格 
訪問看護師養成講習会の受講者のうち「訪問看護 e ラーニング」を修了したもの 

 

３ ね ら い 
訪問看護の実践を通じて、訪問看護に必要な知識・技術を修得する。 

 

４ 内  容 
   訪問看護の見学・実践（同行訪問）により、訪問看護の実際を知る。 
 

５ 実習時期 
令和 6年 11 月 1日（金）～ 同年 12月 20日（金）の期間 

     

６ 実習時間等 

○ 指定の訪問看護ステーションにて一人３日間の実習を行う。 

 ○ 実習時間 8時 30分～16 時 30 分（事業所の時間帯に準じる） 

9時間/日（準備時間および実習後レポート作成時間含） 

○ 1日 3件以上の訪問看護実習が望ましい。 

介護保険の訪問看護Ⅰ３（1回 1時間程度の訪問看護）を中心に多様なケースに 

訪問できることが望ましい。 
 

７ 実習報告 

実習終了後 10日以内に当会所定の様式でレポート作成・提出し、実習報告を行う。 

（マナブルにアップロードできない場合、郵送または、研修担当者宛にメール添付可)  

研修担当の宛先：kawai＠nara-kango.or.jp 
 

  ＊実習に際する注意事項 
   ・「個人情報保護に関する誓約書」を実習初日に実習施設に提出する。 

・実習中は名札・靴下着用。タオル・飲み物・筆記用具を携帯する。 
・その他は各実習施設の「訪問看護実習施設、集合場所、注意事項等」に従う。 

   ・当日やむを得ず欠席する場合は、実習施設と看護協会へ連絡する。 
 

８ その他 
保険加入について 

    訪問看護実習にあたり当協会指定の「看護職賠償責任保険」に加入する。 
 

  問合せ先 

公益社団法人 奈良県看護協会 〒634-0813  橿原市四条町 288-8  Tel：0744-25-4014 

 



「訪問看護 e-ラーニング」関する 確認・同意・承諾について 
 

  日本訪問看護財団 訪問看護 e-ラーニング  
 

https://www.jvnf.or.jp/e-learning/taiken.html 
 

上記の URL をクリックし、訪問看護 e-ラーニング 視聴画面 にて自身の受講端末の動作確認してください。 

 

以下の推奨環境・動作環境、次ページ「e ラーニングシステム利用規約」、【受講に際しての注意事項】の確認 

・同意のうえ参加申込することを承諾してください。 
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